
（注意事項）
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5

免　許　番
号

（宅建業の場合）

情報の別

　名　　　称
　（アパートのみ）

物件所在地

　家　　　賃

取　引　形　態

　駐　車　場

【宅建業の免許を有していない方のみ】

郵送またはＦＡＸにて、市役所建設課建築住宅係までお送りください。

〒９４４－８６８６妙高市栄町５－１

電話７２－５１１１（内線２３１，２３２）　ＦＡＸ７３－８２０６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

物
　
件
　
の
　
情
　
報

　　□賃貸住宅（アパート）　　　　　　□貸家　　　　　　　

間　　　取

複数の場合については、それぞれ分けて記入ください。

　　□有　（台数　　　　台）　料金　　　　　　円　/ 台　　　　□無

　その他事項

住　　所
（事務所所在地）

氏　　名
（商号又は名称）

電　話　番　号

　妙高市長　　入村　　明　　　様

　Ｆ　A　X

申
　
込
　
者

〒

不動産業者にて、複数物件の掲載を希望される場合は、申込書のほか、任意の様式で物件情報を添付し郵送願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　□貸主　　　　　　　□売主　　　　　　　□仲介　　　　　　

賃貸住宅情報掲載申込書

情報の物件については、自身が所有する物件であることに間違いないことを誓約いたします。

また、連絡先として、氏名、電話番号を掲載することに同意いたします。

宅建業法に違反するおそれがあるため掲載できません。

不動産業者に仲介、管理等を依頼している物件については、不動産業者を通じお申込ください。

取引、契約等について市は関与いたしません。

ご連絡ください。1年後の更新については、再度、申込書の提出をお願いいたします。

宅建業の免許を有していない方は、自身が所有する物件のみ、お申込いただけます。他人名義の物件の掲載については、

掲載期間については、受付より1年間とし、物件の内容に変更がある場合は、その都度電話または、ＦＡＸにて

　


